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新潟県建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第１号 

新潟県建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 新潟県建築基準法施行細則（昭和35年新潟県規則第82号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  第23条 （略） 

 

 （応急仮設建築物の許可の期間の延長の申請等） 

第23条の２ 法第85条第５項又は法第87条の３第５

項の規定による許可の期間の延長の申請をしよう

とする者は、省令別記第44号様式による申請書の

正本及び副本に、前条第１項に掲げる図書及び書

面を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請に係る許可をしたときは、

省令別記第45号様式による通知書に、同項の申請

書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通

知するものとする。 

３ 知事は、第１項の申請に係る許可をしないとき

は、省令別記第46号様式による通知書に、同項の

申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者

に通知するものとする。 

第23条 （略） 

 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

訓   令 
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◎新潟県訓令第１号 

交 通 政 策 局 

新潟地域振興局新潟港湾事務所 

出 納 局 

新潟県新潟東港臨海用地造成事業財務規程（昭和47年新潟県規則第40号）による帳簿その他の書類の様式（昭

和57年４月新潟県訓令第24号）の一部を次のように改正する。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（様式の表示を除く｡)を削る。 

改 正 後 改 正 前 

新潟県新潟東港臨海用地造成事業財務規程（昭和

47年新潟県規則第40号）による帳簿その他の書類の

様式は、次に定めるもののほか、新潟県企業局財務

規程に定める帳簿その他の書類の様式指定（昭和38

年３月新潟県企業局訓令第３号)､新潟県企業局固定

資産事務取扱規程第74条の規定に基づき設備しなけ

ればならない帳簿その他の様式指定（昭和43年３月

新潟県企業局訓令第２号）及び新潟県財務規則によ

る帳票その他の書類の様式指定（昭和57年３月新潟

県訓令第１号）の例によるものとし、新潟県新潟東

港臨海用地造成事業財務規程（昭和45年新潟県規則

第32号）の規定に基づき設備しなければならない帳

簿その他の書類の様式指定（昭和45年４月新潟県訓

令第13号）は、廃止する。 

様式番号 名 称 規定条文 

（略） （略） （略） 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

第12号様式 

 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

第８号様式（第39条関係） 

電信扱 

納入通知書（原符） 

（略） 

 

電信扱 

納入通知書（領収証書） 

（略） 

（略） 

 

新潟県新潟東港臨海用地造成事業財務規程（昭和

47年新潟県規則第40号）による帳簿その他の書類の

様式は、次に定めるもののほか、新潟県企業局財務

規程に定める帳簿その他の書類の様式指定（昭和38

年３月新潟県企業局訓令第３号)､新潟県企業局固定

資産事務取扱規程第74条の規定に基づき設備しなけ

ればならない帳簿その他の様式指定（昭和43年３月

新潟県企業局訓令第２号）及び新潟県財務規則によ

る帳票その他の書類の様式指定（昭和57年３月新潟

県訓令第１号）の例によるものとし、新潟県新潟東

港臨海用地造成事業財務規程（昭和45年新潟県規則

第32号）の規定に基づき設備しなければならない帳

簿その他の書類の様式指定（昭和45年４月新潟県訓

令第13号）は、廃止する。 

様式番号 名 称 規定条文 

（略） （略） （略） 

第12号様式

（その１） 

支出決議書・請求書（物

品購入・その他）・立替

払費用償還請求書 

第49条、

第73条第

１項 

第12号様式

（その２） 

支出決議書・請求書（工

事請負等） 

第49条 

第12号様式

（その３） 

支出決議書・請求書（報

酬） 

第49条 

第12号様式

（その４） 

支出決議書（電話使用

料等） 

第49条 

第12号様式

（その５） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

第８号様式（第39条関係） 

電信扱（付替） 

納入通知書（原符） 

（略） 

 

電信扱（付替） 

納入通知書（領収証書） 

（略） 

（略） 
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電信扱 

納付書 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

電信扱 

収納済通知書 

（略） 

（略） 

 

第９号様式（第41条関係） 

収納通知書 

（略） 

（略） 

（略） 

新潟県会計管理者  

 

 

第11号様式（第45条関係） 

（略） 

氏 名  

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12号様式（第49条関係） 

支出決議書 

電信扱（付替） 

納付書 

（略） 

（略） 

※ 県税等とは納付方法が異なり、付替です。 

（略） 

 

電信扱（付替） 

収納済通知書 

（略） 

（略） 

 

第９号様式（第41条関係） 

収納通知書 

（略） 

（略） 

（略） 

新潟県会計管理者 □印  

 

 

第11号様式（第45条関係） 

（略） 

氏 名 ○印  

（略） 

（略） 

 

第12号様式（第49条関係） 

（その１） 

支出決議書 

（略） 

 

第12号様式（第49条関係） 

（その２） 

（略） 

 

第12号様式（第49条関係） 

支出決議書 

（その３） （略） 

 

第12号様式（第49条関係） 

支出決議書 

（その４） （略） 

 

第12号様式（第49条関係） 

支出決議書 

 （略） （その５） （略） 

 

告   示 
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◎新潟県告示第１号 

新潟県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年新潟県条例第88号。以下「条例」という｡)第17条第１項の規

定により、知事指定薬物が次のとおり指定の効力を失ったので、同条第２項の規定により告示する。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 失効する知事指定薬物の名称  

(1) ２－（３－メトキシフェニル）－２－［（プロパン－２－イル）アミノ］シクロヘキサン－１－オン（通称

名：ＭＸｉＰｒ、Ｍｅｔｈｏｘｉｓｏｐｒｏｐａｍｉｎｅ）及びその塩類 

(2) Ｎ－メチル－１－（５－メチルチオフェン－２－イル）プロパン－２－アミン（通称名：５－ＭＭＰＡ、

Ｍｅｐｈｅｄｒｅｎｅ）及びその塩類 

(3) ２－｛２－（４－エトキシベンジル）－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾ－ル－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジエチ

ルエタン－１－アミン（通称名：Ｅｔａｚｅｎｅ、Ｅｔｏｄｅｓｎｉｔａｚｅｎｅ）及びその塩類 

(4) Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソブタン－２－イル）－１－ヘキシル－１Ｈ－インダゾ

－ル－３－カルボキシアミド（通称名：ＡＤＢ－ＨＥＸＩＮＡＣＡ、ＡＤＢ－ＨＩＮＡＣＡ）及びその塩類 

(5) Ｎ－（１－アミノ－１－オキソ－３－フェニルプロパン－２－イル）－１－ブチル－１Ｈ－インダゾ－ル

－３－カルボキシアミド（通称名：ＡＰＰ－ＢＩＮＡＣＡ、ＡＰＰ－ＢＵＴＩＮＡＣＡ）及びその塩類 

２ 失効の理由 

  当該知事指定薬物が条例第２条第１項第６号に規定する薬物に該当するに至ったため。 

３ 失効年月日 

  令和４年12月26日 

４ 罰則の適用 

  条例第26条から第30条までの規定は、当該知事指定薬物の指定の失効前にした行為についても、これを適用

する。 

 

◎新潟県告示第２号 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定による医師を次のとおり指定した。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

氏 名 
担当する 

医療の種類 

従事する病院又は 

診療所の名称 
所在地 

指定 

年月日 
告示事項 

川﨑 謙哉 整形外科 柏崎総合医療センター 
柏崎市北半田２丁

目11番３号 
R５.１.１ 

第15条第１項の

医師に指定した 

藤田 裕 整形外科 柏崎総合医療センター 
柏崎市北半田２丁

目11番３号 
〃 〃 

上村 一成 整形外科 魚沼基幹病院 
南魚沼市浦佐4132

番地 
〃 〃 

沼田 由夏 内科 長岡赤十字病院 
長岡市千秋２丁目

297番地１ 
〃 〃 

三浦 叡人 神経内科 長岡赤十字病院 
長岡市千秋２丁目

297番地１ 
〃 〃 

種田 朝音 神経内科 長岡赤十字病院 
長岡市千秋２丁目

297番地１ 
〃 〃 

上田 恵理子 眼科 上田眼科 
村上市下鍛冶屋603

－１ 
〃 〃 

佐藤 伊将 眼科 魚沼基幹病院 
南魚沼市浦佐4132

番地 
〃 〃 

有海 明央 整形外科 富永草野病院 
三条市興野２－２

－25 
〃 〃 

 

◎新潟県告示第３号 
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土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、見附市の刈谷田川土地改良区から次のとおり

役員が退任した旨の届出があった。 

令和５年１月６日 

新潟県三条地域振興局長 

１ 退任 

 監事 三条市鬼木新田250番地    高橋 一夫 

退任年月日 令和４年12月13日 

 

◎新潟県告示第４号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、十日町市の十日町土地改良区の定款の変更を

令和４年12月20日認可した。 

令和５年１月６日 

新潟県十日町地域振興局長 

 

◎新潟県告示第５号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の３第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。 

令和５年１月６日 

新潟県十日町地域振興局長 

 

◎新潟県告示第６号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の３第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の工事が完了

した旨の届出があった。 

令和５年１月６日 

新潟県三条地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

三条市 

三条土地改良区 
上江 土地改良施設突発事故復旧事業（補助） 令和４年３月25日 

 

◎新潟県告示第７号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の県営土地改良事業の工事

が完了した。  

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

地区名 事業名 市町村名 完了年月日 

三和中部第１ 
区画整理（経営体育成基盤整備 

「担い手育成型」）事業 
上越市 令和４年９月５日 

 

◎新潟県告示第８号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部業務課

において縦覧に供する。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 多田皆川金井線 

３ 道路の区域 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 完了年月日 

十日町市 

中里土地改良区 
桔梗ヶ原 

土地改良施設突発事故

復旧事業（補助） 
令和４年５月23日 
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区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

佐渡市坊ヶ浦字本宮332番１から 

 

同市畑野字諏訪384番１まで 

 

新 

 

7.6～28.5メートル 

 

109.6メートル 

 

旧 

 

7.4～14.6メートル 

 

109.6メートル 

 

◎新潟県告示第９号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部業務課

において縦覧に供する。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  県道   多田皆川金井線 

２ 供用開始の区間 

  佐渡市坊ヶ浦字本宮332番１から同市畑野字諏訪384番１まで 

３ 供用開始の期日  令和５年１月６日 

 

◎新潟県告示第10号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定により、次の都市

計画の変更案を縦覧に供する。 

令和５年１月６日 

新 潟 県 

代表者 新潟県知事 花 角  英 世 

１ 都市計画の種類及び名称 

(1) 種類 上越都市計画道路 

(2) 名称 ３・５・48号 黒田脇野田線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

(1) ３・５・48号 黒田脇野田線 

ア 追加する部分 

なし 

イ 削除する部分 

なし 

３ 都市計画の案の縦覧の期間及び場所 

(1) 期間 自 令和５年１月６日 

      至 令和５年１月20日 

(2) 場所 

ア 上越市本城町５番６号（〒943－8551） 

  新潟県上越地域振興局地域整備部計画調整課 

イ 上越市木田１丁目１番３号（〒943－8601） 

  上越市都市整備部都市整備課計画係 

４ 意見書の提出方法 

  案について意見のある者は、意見の要旨及びその理由並びに氏名（法人その他の団体にあっては、名前及び

代表者の氏名）、住所及び電話番号、（利害関係人の方は、利害を有する土地の所在地、権利の種類）を記載し

た意見書を縦覧場所に提出することができる。 

５ 意見書を提出できる者 

  上越市の住民及び利害関係人 

６ 意見書の提出期限 

  令和５年１月20日（金）（必着のこと｡) 
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◎新潟県告示第11号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、都市計画

の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 種類 阿賀野都市計画道路（阿賀野市決定） 

 名称 ３・４・１号 下条日の出線 

３・４・３号 向野大路線 

３・６・８号 百津小里線 

３・４・10号 中島線 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

令和４年12月26日新潟県議会において議決された令和４年度新潟県一般会計補正予算、企業会計補正予算の要

領は、次のとおりである。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

令和５年１月６日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 新村上ショッピングプラザ 

所在地 村上市仲間町197番 外 

設置者 イオンリテール株式会社 他１者 

２ 変更した事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前）合資会社ほんぼ 代表取締役 本保 研 他３者 

（変更後）有限会社北精園 中村 達男 他１者 

３ 変更年月日 

令和４年９月17日 他 

４ 変更の理由 

(1) 小売業者に変更が生じたため 

(2) 小売業者の代表者に変更が生じたため 

５ 届出年月日 

令和４年12月16日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働部地域産業振興課 

（なお、村上市地域経済振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

令和５年１月６日から令和５年５月６日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

地域産業振興課 小規模企業支援係 

電   話 025－280－5235 

Ｅメ ー ル  ngt050100@pref.niigata.lg.jp 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、夜間看護補助者派遣業務について、次のとお

り一般競争入札を行う。 

令和５年１月６日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 佐藤 信昭 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  夜間看護補助者派遣業務 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期限 

  令和６年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 
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  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に営業所が所在する者であること。 

(6) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を

有する者でないこと。 

(7) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に定める労働者派遣事業者の許

可を受けていること。 

(8) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認書を提出し、入札参加を認められた者であるこ 

と。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2312 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

(1) 入札希望者は、令和５年１月13日（金）午後５時までに入札説明書に定める入札参加資格を証明する書類

を持参又は郵送しなければならない。ただし、郵送の場合は、令和５年１月13日（金）に必着させるととも

に、書留郵便を利用すること。 

(2) 入札参加資格確認書類の提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加資格確認書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

 令和５年１月20日（金）午前10時 

 新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター３階研修室Ａ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ

を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 
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  要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき

は、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 
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